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お

知

ら

せ

平
成
30
年
度
か
ら

65
歳
以
上
の
方（
第
１
号
被
保
険
者
）の
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
し
た

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
・
総
合
事
業
を
利
用
す

る
際
に
負
担
す
る
自
己
負
担
割
合
は
、
所

得
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
平
成
30
年
８

月
か
ら
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
は

２
割
ま
た
は
３
割
、
そ
れ
以
外
の
方
は
１

割
負
担
と
な
り
ま
す
。

【
３
割
と
な
る
方
】

　

本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
２
２
０
万
円
以

上
で
、
同
一
世
帯
の
65
歳
以
上
の
被
保
険

者
の
年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合
計
所
得
金

額
が
、
単
身
で
３
４
０
万
円
以
上
、
2
人

以
上
世
帯
で
４
６
３
万
円
以
上
の
方
。

【
２
割
と
な
る
方
】

　

本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
１
６
０
万
円
以

上
で
、
同
一
世
帯
の
65
歳
以
上
の
被
保
険

者
の
年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額

が
、
単
身
で
２
８
０
万
円
以
上
、
2
人
以
上

世
帯
で
３
４
６
万
円
以
上
の
方
。（
３
割
の

方
を
除
く
）

※
合
計
所
得
金
額
と
は
、
収
入
か
ら
公
的

年
金
控
除
や
給
与
所
得
控
除
、
必
要
経

費
を
控
除
し
た
所
得
の
合
計
で
、
医
療

費
控
除
や
扶
養
控
除
な
ど
の
所
得
控
除

を
す
る
前
の
金
額
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

福
祉
介
護
課

　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
７

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
負
担
割
合
が

変
わ
り
ま
す

　

介
護
保
険
事
業
の
円
滑
な
運
営
を
図
る

た
め
、
３
年
ご
と
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
数
・
費
用
の
見
込
み
量
等
に
基
づ
き
介

護
保
険
料
を
算
定
し
て
い
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
保
険
料
は
、
本
人
お
よ
び
世
帯
の
町
民

税
課
税
状
況
や
合
計
所
得
金
額
等
に
よ
り

所
得
に
応
じ
た
設
定
を
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
か
ら
の
第
７
期
保
険
料
は
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
増
加
や
第
１
号

被
保
険
者
の
介
護
給
付
費
負
担
割
合
の
増

（
22
％
→
23
％
）
な
ど
の
影
響
で
、
第
６
期

よ
り
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

第６期基準額（平成27年度〜29年度）

6,417円

➡
第７期基準額　6,946円

※基準額は月額保険料

平成30年～32年度の介護保険料（65歳以上の方）

所得段階区分 対　　象　　者 負担割合
介護保険料
（年額）

第 １ 段 階

生活保護受給者、老齢年金受給者で世帯全員が
町民税非課税の方、世帯全員が町民税非課税で
前年の年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万
円以下の方

0.45 37,500 円

第 ２ 段 階
世帯全員が町民税非課税で、前年の年金収入額
と合計所得金額の合計が 120 万円以下で第１段
階に該当しない方

0.75 62,500 円

第 ３ 段 階
世帯全員が町民税非課税で、第 1 段階、第 2 段
階に該当しない方

0.75 62,500 円

第 ４ 段 階
世帯のだれかに町民税が課税されているが本人
は町民税非課税で、前年の年金収入額と合計所
得金額の合計が 80 万円以下の方

0.9 75,000 円

第 ５ 段 階
世帯のだれかに町民税が課税されているが本人
は町民税非課税で、第 4 段階に該当しない方

1.0 83,300 円

第 ６ 段 階
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が 120
万円未満の方

1.2 100,000 円

第 ７ 段 階
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が 120
万円以上 200 万円未満の方

1.3 108,300 円

第 ８ 段 階
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が 200
万以上 300 万円未満の方

1.5 125,000 円

第 ９ 段 階
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が 300
万円以上の方

1.7 141,600 円

※基準額 6,946 円に負担割合をかけ、12 倍したものを 100 円未満切り捨てした額が、年額となります。


